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認定こども園制度
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認定こども園とは

5

平成１８年１０月に認定こども園法（通称名）が施行



メリット デメリット（変わること）

・保護者の就労状況に関わりなく、
就学前の学校教育・保育を一体的
に受けられる。

・人口減少地域でも、一定規模の集
団の中で育つことができる。

・仕事を持つ親と、そうでない親と
の理解、交流ができる。

・施設を自ら選択できる。

・待機児童対策になる。
（幼保連携型・幼稚園型）

・幼稚園単体での維持が困難地域
で幼稚園機能を維持
（幼保連携型・保育所型）

・保護者のお迎えの時間が異なることか
ら、子どもへの配慮が必要となる。
（教育標準時間(4H)、保育短時間(8H)、

保育標準時間(11H)）
・一つの施設にもかかわらず、１号子ど

もと２・３号子どもで入園手続き等が
異なり、事務が繁雑となる。

【幼稚園からの移行の場合】
・これまで受け入れていない３歳未満児

の受入が必要となる。（受入ないこと
も可）

・調理室等を整備する必要がある。

【保育所からの移行の場合】
・保育料を直接徴収しなければならない。
・未収金が生じた場合、督促等の事務が

発生するとともに、園の負担となる。

認定こども園のメリット・デメリット
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認定こども園の類型と主な内容の比較
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認定こども園の諸類型

１ 幼保連携型認定こども園

学校及び児童福祉施設としての法的位置付けを持つ単一の施設
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２ 幼稚園型認定こども園

は共通利用時間（学級編制）

認可幼稚園を母体とし、保育機能を備
えた施設

・施設等利用給付(一部)

・施設等
利用給付(一部)

・施設等
利用給付(一部)
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３ 保育所型認定こども園

認可保育所

は共通利用時間（学級編制）

４ 地方裁量型認定こども園

認可保育所を母体とし、幼稚園機能を
備えた施設

認可外保育施設を母体とし、幼稚園機
能及び保育機能を備えた施設

は共通利用時間（学級編制）

・施設等
利用給付(一部)

・施設等
利用給付(一部)
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兵庫県における

認定こども園の状況
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認定こども園は、保護者の就労の有無に関わらず、就学前の子どもの教育・保育を一体的に提
供するとともに、地域の子育て支援機能を有することから、制度創設時から、都市部の待機児
童対策、人口減少地域での子どもの育ちに必要な集団規模の確保など、子どもの最善の利益
に資するものとして、県単独で運営費補助を行うなど普及に努めてきた。

年度 事業名等

Ｈ１８ 認定こども園法（H18.6.15成立）
認定こども園の認定要件等に関する条例（H18.12.21成立）

Ｈ１９ 全国に先駆け県単独運営費補助を創設（県単独）

Ｈ２１ 運営費・整備費補助（安心こども基金）
認定こども園シンポジウム開催（全国認定こども園協会と共催）

Ｈ２２ 認定こども園整備等促進事業（県単独）
ＰＲ用ＤＶＤ等作成

Ｈ２３ 認定こども園障害児保育支援事業（県単独）

Ｈ２６ 認定こども園移行促進事業（県単独）
認定こども園の認定要件等に関する条例を認定こども園の認可等に関する条例に改
正（H26.10.7公布）

Ｈ２７ 兵庫県内認定こども園関係団体協議会の設立及び設立記念研修会の開催
保育教諭のための資格・免許取得事業（交付金）
多様な主体の参入促進事業

Ｈ２８ 兵庫県認定こども園園長等研修（県単独）

兵庫県のこれまでの取組



平成29年７月に策定した指針に基づく認定こども園の適正な運営の推進

１ 認可・認定手続の見直し（県の審査基準の改正：H29.８.31）
① 認定こども園審議会の関与拡大（諮問対象：幼保連携型のみ→全類型）
② 認定こども園審議会委員による現地確認制度の導入
③ 認可・認定時の提出書類の追加等

・ 市町の子ども･子育て会議等における必要性・適格性の同意
・ 市町等による社会的信望を有する旨の証明書 等

④ 地方裁量型の他類型への移行を推進
・ 移行に向けた計画書（原則５年以内）の提出

２ 指導監査等の強化
① 早い段階での（新設・移行後１年以内の）施設監査による指導の実施
② 抜き打ち監査・調査の活用による牽制効果の強化
③ 指導監査における市町との協働の強化による監査の効率性等の向上
④ 新規参入施設への巡回支援事業の拡充による相談・助言の充実

３ 各園における自己評価制度等の充実
① 自己点検・自己評価制度の導入と情報公開の推進
② 園長研修等の充実 （法令遵守、公益通報者保護制度等の内容充実）
③ 認定こども園・保育所等ホットラインの開設

・ 電話 ＃７３５０ “保育のなやみごとゼロ”
・ 保護者等からの相談や質問等に対応
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全国の認定こども園・保育所数の推移（令和５年4月1日現在：こども家庭庁調べ）
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市町別認定こども園数（類型・設置者別） R5.4.1



兵庫県内の認定こども園数の推移 R5.4.1現在
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